
第4弾佐賀県中小企業新事業チャレンジ支援補助事業（2次募集）

新型コロナウイルスや原油・原材料価格の高騰により売上や収益に影響を受けている中、売上の向上や収益力の強化
を図るため、新たな発想で事業の変革に挑むチャレンジを支援します。

販路の開拓・売上向上、デジタル化による生産性の向上などに対し補助が受けられます

ｚｚｚｚｚｚ
佐賀県産業イノベーションセンター
第4弾チャレンジ補助金事務局
TEL：0952-37-7871 FAX：0952-37-7872
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対 象

利用の流れ 支援について

支援内容

◆以下の①又は②を満たす佐賀県内に店舗や事業所を有する
中小企業者（個人事業者を含む。）

①令和4年4月～令和5年3月までの連続する6ヶ月のうち、任
意の3ヶ月の合計売上高が、令和元年（平成31年）1月1日
～令和4年3月31日の同3ヶ月の合計売上高と比較して10％
以上減少している事業者

②令和4年1月以降の任意の1ヶ月における主要原材料等の平
均仕入価格が令和3年の同月と比較して20％以上上昇して
おり、かつ粗利益が令和元年（平成31年）～令和3年の同
月と比較して3％以上減少している事業者
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◆以下の要件を満たす新たなチャレンジを支援

○新商品（新役務）の開発又は提供

○販路の開拓・売上向上

○デジタル化による生産性向上

○複数の企業による新たなビジネスの創出

○事業再構築（新分野展開、事業転換、業種転換、

業態転換、事業再編等）

○ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への取組

○補助率：補助対象経費の２／３以内
○補助上限額 ２００万円
○補助下限額 ５０万円

【公募期間】令和５年４月１７日（月曜日）～５月１９日（金曜日）
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